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（目的）
第１条　この規程は，関西大学商学会（以下「商学会」という）発行の機関誌『関

西大学商学論集』（以下『商学論集』という）への投稿に関わる事項を定
める。

（刊行および原稿締切）
第２条　『商学論集』は原則として年４回，６・９・12・３月に刊行する。原稿の

締切は刊行月の２ヵ月前とする。

（投稿資格）
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則」に定める商学会の次の会員とする。
　　　　１．正会員
　　　　２．名誉会員
　　　　３．関西大学大学院商学研究科に在籍し，別に定める要件を満たす学生会員

（第３条に該当しない投稿者）
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１．『商学論集』に投稿できる原稿は，未投稿のものに限る。

（著作権）
第６条　『商学論集』に掲載された原稿の著作権は執筆者が有する。ただし，原稿
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諾したものとする。

（原稿料）
第７条　執筆者には，次項に従い，別に定める所定の原稿料を支払う。
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